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第 26章 
テクノロジー 

 
A. 情報保管および取り出し 

 
1. 個々の会員データ – ライオンズクラブ国際協会は、すべてのライオンズの会員
体験を向上させる目的でのみ会員データを使用する。国際協会が追加の個人デー

タを必要とする新しいプロセスを開発する場合、もしくは付加的な目的で現在の

情報を利用する場合は、以下の必須の個人データおよび任意提供の個人データの

更新を行う。 
 
a. 必須の個人データ 

(1) 名前 
(2) 苗字 
(3) ミドルネーム（該当する場合） 
(4) 生年月日 
(5) 性別 
(6) Eメールアドレス 
(7) 会員番号 
(8) 入会年月日 
(9) 退会年月日 

(10) 住所（市区町村、都道府県、国） 
 

b. 任意提供の個人データ 
(1) 言語 
(2) 自宅電話番号 
(3) 携帯電話番号 
(4) 勤務先電話番号 
(5) FAX番号 
(6) 住所（自宅の住所、郵便番号） 
(7) 配偶者/同伴者 
(8) スポンサー名 
(9) 職業 

(10) 旅行関連情報  
(11) 食事制限 
(12) 移動補助等の要件 
(13) 特別時の住所 
(14) 寄付金額 
(15) 記念する人の氏名 
(16) 記念する人の住所 
(17) 受賞者名 
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(18) 受賞者への送付先 
(19) 退会理由 
(20) 奉仕活動への参加 
(21) 招待者 
(22) 会話 
(23) 獲得したバッジ 
(24) 希望言語 
(25) 合計料金 

 
2. 個々のクラブのデータ  

 
a. クラブ番号 
b. クラブ名 
c. 地区 
d. 所在地 
e. チャーター承認日 
f. リジョン 
g. ゾーン 
h. 希望言語 
i. 年度現在までの入会者数 
j. 年度現在までの退会者数 
k. 現在までの会員総数 
l. 結成時の会員数 
m. 所在地（都市圏、都市、郊外または地方） 
n. 結成者（駐在員またはライオンズ会員）  
o. クラブ例会時間帯（朝、正午、または夕刻） 
p. クラブ例会頻度（週1回または月2回） 
 

B. 資格証明を受けた第三副会長候補者および国際理事候補者が利用できる情報 
 

1. 国際会則及び付則 
 

2. 「国際理事 - 指導者として奉仕」ガイド  
 

3. 資格が証明された候補者は全員、現および元役員の連絡先情報が利用可能とな
る。連絡先情報は、電子手段によって配信される。プライバシーに関する規制の

ある会則地域においては、連絡を受けることへの有効な同意を、協会が現および

元役員から得た場合にのみ、連絡先情報が提供される。 
 

4. すべてのクラブ役員の連絡先が、要請に応じて、資格が証明された執行役員候補
者に供給される。その費用は候補者が負担する。  
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5. 連絡先情報の範囲は、それに直接関係する作業手順によって決まる。要請者に
は、その情報提供に関連する費用が発生する場合がある。 
 

C. 連絡先情報 
 
1. ライオンズクラブの会員名簿は、地区（単一、準、または複合）にのみ電子的手
段よって発行され、それぞれの地区内で使用できる。地区ガバナーが、もしくは

複合地区の場合には協議会議長が、それぞれ地区キャビネットとガバナー協議会

を代表して、名簿の使用目的と、名簿が第 19章において規定される範囲外の政
治的運動または商業目的に使われないことを明記した要請書を提出しなければな

らない。会員情報が不適当な方法で使われたり、許可なく複製されたりした場合

には、地区（単一、準、または複合）に対し US$5,000の罰金が課せられる。プ
ライバシーに関する規制のある諸国においては、適切な同意を得られた会員の連

絡先のみが送られる。このような情報の作成は、国際本部のシステムによるもの

に限る。 
 

2. リスト - 次期地区役員のリストの要請は、リスト作成が完了し、それが小冊子
として発行されるまで、受け付けない。 
 

3. 会則地域内の現職地区役員のリスト、地区委員長のリスト、クラブ役員のリスト
は、ライオンズ関係の事業またはプログラム用に、要請することができる。これ

らの要請は、国際協会理事会またはライオンズクラブ国際財団理事会のメンバー

によって行われなければならない。要請は、下記事項に従う必要がある。 
 

a. リストの使用目的を説明する声明文。  
b. リストは、政治的運動や商業目的のために使用してはならない。  
c. リストの使用は各要請ごとに一度限りとし、使用目的が果たされた時点でリ
ストを削除することに同意しなければならない。  

d. これらのリストは、上記 C項 1に規定されるのと同様の制限がある。 
 

4. 連絡先情報の範囲は、それに直接関係する作業手順によって決まる。要請者に
は、その情報提供に関連する費用が発生する場合がある。 

 
D. プライバシーに関する方針 

 
1. プライバシーに関する協会の方針は、協会ウェブサイトを参照するか、

infosec@lionsclubs.orgに問い合わせて確認することができる。 
 

2. 協会ウェブサイト（Lionsclubs.org）のプライバシーに関する方針変更は、必要に
応じて、権限のあるスタッフが必要と判断した場合に行われる。 


